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行政文書開示決定通知書

20140317 公開経第２号
平成２６年４月１６日

経済産業大臣　茂木　敏

平成２６年３月１７日付けで、別添（写し）のとおり受け付けました行政文書の開示請求について

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号。以下「法」という。）第９

条第１項の規定に基づき、下記のとおり、開示することと決定しましたので通知します。

記

１．開示する行政文書の名称

グッド・デザイン大賞等審査要綱　新旧対照表

２。不開示とした部分とその理由

無し

※　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日

以内に、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定に基づき、経済産業大臣

に対して異議申立てをすることができます。（なお、この決定があったことを知った日の翌日

から起算して６０日以内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過した

場合には、正当な理由がない限り、異議申立てをすることができなくなります。）

※　この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９

号）の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、国を

被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、東京地方裁判所又は大阪

地方裁判所に対して行うことができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過した場合には、

正当な理由がない限り、この決定に対する取消しの訴えを提起することができなくなります。）。

なお、この決定について異議申立て（適法なものに限る。）を行った場合は、上記にかかわら

ず、それに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（ただし、当該

決定の日の翌日から起算して原則として１年以内）に行うこともできます。

３。開示の実施の方法等

（１）開示の実施の方法

※　別紙 ７１．開示の実施の方法等について」を御覧ください。

（２）情報公開窓口における開示を実施することができる日時、場所

日時：平成２６年４月２３日（水）から ５月２３日（金）（土・日曜日及び祝日を除く。）

９：３０から１７：００まで（１２：００から１３：００を除く。）

場所：経済産業省大臣官房情報公開推進室（情報公開窓口）

〒１００－8901　 東京都千代田区霞が関1-3-1　 経済産業省別館１階

（電話番号：03-3501-1035)

（３）写しの送付を希望する場合の準備日数、郵送料（見込額）

＜準備日数＞ ‾行政文書の開示の実施方法等申出書」が提出された日から３日後までに発
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送予定。

＜郵送料 （見込額）＞

※　 別紙「２．郵送料 （見込額）」 を御覧ください （郵送する媒体により料金が異なります。）。

（４）行政文書開示請求書に記載された「希望す る開示の実施の方法等」について

（該当する口にレ点が記載してあります。）

厂　
希望 が記載されていませんでした。

別紙１．の表に記載した開示 の実施の方法の中から希望する方法を選んでく ださい。 ま

た、上記（２）に記載した 日時の中から都合 のよい 日時を選んでください。

卩　
希望の方法及び 日時に よることは可能です。

＜実施の方法＞写しの送付　　　　　　　　　　 ＜実施の日時＞

別紙１．の表に記載した開示の実施 の方法の うち行政文書開示請求書におい て希望 され

た開示の実施方法 と異なる方法及び上記 （２）に記載した日時の うち都合の よい 日時を選

ぶこともできます。

厂　
希望の方法及び日時によることはできません。

＜実施できない理由 ＞

別紙１．の表に記載した開示 の実施の方法の中から希望する方法を選んでくだ さい。ま

た、上記（２）に記載した日時の中から都合のよい日時を選んでください。

４．担当課室等

担当課室：経済産業省商務情報政策局生活文化創造産業課デザイン政策室

電話番号：03-3501-9259

（注）行政文書の開示の実施方法等申出書は、3.  (2) の情報公開窓口宛てに提出してくださ

し尨
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経済産業大臣　殿

行政文書開示請求書

平成２６年　３月１６日

氏 名又 は名称 ；　 （法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名）

連 絡 先 ：（連絡先が上記の本人以外の場合は、連絡担当者の住所・氏名・電話番号）

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）第４条第１項の規定

に基づき、下記のとおり行政文書の開示を請求します。

記
１．請求する行政文書の名称等

グッｒ・デザイン大賞等審査要綱改iE(平成9 年度原議)り 叫 折 町 叩 ン刄刻 海磚 旃
作成（取得）時期2008 年３月28 日 粫 腺仭 淞.，

２。求める開示 の実施の方法等 （本欄の記載は任意です。）

ア又はイに○印を付してください。アを選択された場合は、その具体的な方法等を選択又は記載して

ください。

＜実施の方法＞　① 閲覧　 ② 写しの交付　 ③ その他（　　　　　　　　 ）

＜実施の希望日＞

（ヱ） 写しの送付を希望する。

※この欄は記入しないでください

担当課

備　考 鰕 河川 柄d 珎こ罔 埔j4 ヽﾌヽヽ打 豕淆や

妁
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